
 

 

○
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境
省
告
示
第
二
号 

騒
音
規
制
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
動
車
騒
音
の
大
き
さ

の
許
容
限
度
（
昭
和
五
十
年
九
月
環
境
庁
告
示
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
一
月
十
一

日
か
ら
適
用
す
る
。 

令
和
八
年
一
月
九
日 

環
境
大
臣 

石
原
宏
高 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
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改       正       後 改       正       前 
一 ・ 二 （ 略 ）  

三 小 型 自 動 車 及 び 軽 自 動 車 （ い ず れ も 二 輪 自 動 車 （ 側 車 付 二 輪 自

動 車 を 除 く 。 ） に 限 る 。 ） 並 び に 原 動 機 付 自 転 車 （ 第 一 種 原 動 機

付 自 転 車 （ 規 則 第 一 条 第 二 項 に 規 定 す る 第 一 種 原 動 機 付 自 転 車 を

い う 。 以 下 同 じ 。 ） で あ つ て 、 三 輪 以 上 の も の 及 び 最 高 速 度 が 五

十 キ ロ メ ー ト ル 毎 時 以 下 の も の を 除 く 。 ） で あ つ て 、 現 に 運 行 の

用 に 供 し て い る も の （ 新 規 検 査 、 予 備 検 査 （ 法 第 十 六 条 第 一 項 の

抹 消 登 録 を 受 け た 後 及 び 法 第 六 十 九 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 自 動 車

検 査 証 が 返 納 さ れ た 後 に 受 け た も の を 除 く 。 ） 又 は 規 則 第 六 十 二

条 の 三 第 五 項 の 検 査 の 時 に 協 定 規 則 第 四 十 一 号 第 四 改 訂 版 附 則 ３

、 第 五 改 訂 版 附 則 ３ 又 は 第 六 改 訂 版 附 則 ３ に 規 定 す る 試 験 法 に よ

り 近 接 排 気 騒 音 の 測 定 を 行 つ た も の （ 後 付 消 音 器 の 技 術 基 準 の 騒

音 防 止 性 能 試 験 を 協 定 規 則 第 四 十 一 号 第 四 改 訂 版 附 則 ３ 、 第 五 改

訂 版 附 則 ３ 又 は 第 六 改 訂 版 附 則 ３ に 規 定 す る 試 験 法 以 外 で 受 け た

も の で あ つ て 、 当 該 新 規 検 査 、 予 備 検 査 又 は 規 則 第 六 十 二 条 の 三

第 五 項 の 検 査 時 の 近 接 排 気 騒 音 の 値 が 別 表 第 二 の 近 接 排 気 騒 音 の

値 と 同 等 以 下 の 値 の も の を 除 く 。 ） に 限 る 。 ） の 走 行 時 の 騒 音 

当 該 新 規 検 査 、 予 備 検 査 又 は 規 則 第 六 十 二 条 の 三 第 五 項 の 検 査 を

受 け た 時 に 、 当 該 試 験 法 に よ り 測 定 さ れ た 近 接 排 気 騒 音 の 値 と 同

等 の 値 （ た だ し 、 後 付 消 音 器 の 技 術 基 準 の 騒 音 防 止 性 能 試 験 を 協

一 ・ 二 （ 略 ）  

三 小 型 自 動 車 及 び 軽 自 動 車 （ い ず れ も 二 輪 自 動 車 （ 側 車 付 二 輪 自

動 車 を 除 く 。 ） に 限 る 。 ） 並 び に 原 動 機 付 自 転 車 （ 第 一 種 原 動 機

付 自 転 車 （ 規 則 第 一 条 第 二 項 に 規 定 す る 第 一 種 原 動 機 付 自 転 車 を

い う 。 以 下 同 じ 。 ） で あ つ て 、 三 輪 以 上 の も の 及 び 最 高 速 度 が 五

十 キ ロ メ ー ト ル 毎 時 以 下 の も の を 除 く 。 ） で あ つ て 、 現 に 運 行 の

用 に 供 し て い る も の （ 新 規 検 査 、 予 備 検 査 （ 法 第 十 六 条 第 一 項 の

抹 消 登 録 を 受 け た 後 及 び 法 第 六 十 九 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 自 動 車

検 査 証 が 返 納 さ れ た 後 に 受 け た も の を 除 く 。 ） 又 は 規 則 第 六 十 二

条 の 三 第 五 項 の 検 査 の 時 に 協 定 規 則 第 四 十 一 号 第 四 改 訂 版 附 則 ３

又 は 第 五 改 訂 版 附 則 ３ に 規 定 す る 試 験 法 に よ り 近 接 排 気 騒 音 の 測

定 を 行 つ た も の （ 後 付 消 音 器 の 技 術 基 準 の 騒 音 防 止 性 能 試 験 を 協

定 規 則 第 四 十 一 号 第 四 改 訂 版 附 則 ３ 又 は 第 五 改 訂 版 附 則 ３ に 規 定

す る 試 験 法 以 外 で 受 け た も の で あ つ て 、 当 該 新 規 検 査 、 予 備 検 査

又 は 規 則 第 六 十 二 条 の 三 第 五 項 の 検 査 時 の 近 接 排 気 騒 音 の 値 が 別

表 第 二 の 近 接 排 気 騒 音 の 値 と 同 等 以 下 の 値 の も の を 除 く 。 ） に 限

る 。 ） の 走 行 時 の 騒 音 当 該 新 規 検 査 、 予 備 検 査 又 は 規 則 第 六 十

二 条 の 三 第 五 項 の 検 査 を 受 け た 時 に 、 当 該 試 験 法 に よ り 測 定 さ れ

た 近 接 排 気 騒 音 の 値 と 同 等 の 値 （ た だ し 、 後 付 消 音 器 の 技 術 基 準

の 騒 音 防 止 性 能 試 験 を 協 定 規 則 第 四 十 一 号 第 四 改 訂 版 附 則 ３ 又 は
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定 規 則 第 四 十 一 号 第 四 改 訂 版 附 則 ３ 、 第 五 改 訂 版 附 則 ３ 又 は 第 六

改 訂 版 附 則 ３ に 規 定 す る 試 験 法 で 受 け た も の に つ い て は 、 当 該 試

験 を 受 け た 時 に 、 当 該 試 験 法 に よ り 測 定 さ れ た 近 接 排 気 騒 音 の 値

と 同 等 の 値 ）  

四 ～ 六 （ 略 ）  

第 五 改 訂 版 附 則 ３ に 規 定 す る 試 験 法 で 受 け た も の に つ い て は 、 当

該 試 験 を 受 け た 時 に 、 当 該 試 験 法 に よ り 測 定 さ れ た 近 接 排 気 騒 音

の 値 と 同 等 の 値 ）  

四 ～ 六 （ 略 ）  

別 表 第 一 （ 略 ）  別 表 第 一 （ 略 ）  

備 考  備 考  

一 ・ 二 （ 略 ）  一 ・ 二 （ 略 ）  

三 加 速 走 行 騒 音 と は 、 普 通 自 動 車 、 小 型 自 動 車 及 び 軽 自 動 車 （

い ず れ も 三 輪 自 動 車 及 び 二 輪 自 動 車 を 除 く 。 ） に あ つ て は 、 協

定 規 則 第 五 十 一 号 第 三 改 訂 版 附 則 ３ で 規 定 す る 走 行 中 の 自 動 車

騒 音 を 同 附 則 ３ の 試 験 方 法 に よ り 測 定 し た 騒 音 。 小 型 自 動 車 及

び 軽 自 動 車 （ い ず れ も 二 輪 自 動 車 （ 側 車 付 二 輪 自 動 車 を 除 く 。

） に 限 る 。 ） 並 び に 原 動 機 付 自 転 車 （ 第 一 種 原 動 機 付 自 転 車 で

あ つ て 、 三 輪 以 上 の も の 及 び 最 高 速 度 が 五 十 キ ロ メ ー ト ル 毎 時

以 下 の も の を 除 く 。 ） に あ つ て は 、 協 定 規 則 第 四 十 一 号 第 六 改

訂 版 附 則 ３ で 規 定 す る 走 行 中 の 自 動 車 騒 音 を 同 附 則 ３ の 試 験 方

法 に よ り 測 定 し た 騒 音 。 そ の 他 の 車 両 に あ つ て は 、 日 本 産 業 規

格 Ｄ 八 三 〇 一 に 定 め る 路 面 を 原 動 機 の 最 高 出 力 時 の 回 転 数 の 七

十 五 パ ー セ ン ト の 回 転 数 で 走 行 し た 場 合 の 速 度 （ そ の 速 度 が 五

十 キ ロ メ ー ト ル 毎 時 を 超 え る 自 動 車 （ 軽 自 動 車 （ 側 車 付 二 輪 自

動 車 に 限 る 。 ） を 除 く 。 ） に あ つ て は 五 十 キ ロ メ ー ト ル 毎 時 、

三 加 速 走 行 騒 音 と は 、 普 通 自 動 車 、 小 型 自 動 車 及 び 軽 自 動 車 （

い ず れ も 三 輪 自 動 車 及 び 二 輪 自 動 車 を 除 く 。 ） に あ つ て は 、 協

定 規 則 第 五 十 一 号 第 三 改 訂 版 附 則 ３ で 規 定 す る 走 行 中 の 自 動 車

騒 音 を 同 附 則 ３ の 試 験 方 法 に よ り 測 定 し た 騒 音 。 小 型 自 動 車 及

び 軽 自 動 車 （ い ず れ も 二 輪 自 動 車 （ 側 車 付 二 輪 自 動 車 を 除 く 。

） に 限 る 。 ） 並 び に 原 動 機 付 自 転 車 （ 第 一 種 原 動 機 付 自 転 車 で

あ つ て 、 三 輪 以 上 の も の 及 び 最 高 速 度 が 五 十 キ ロ メ ー ト ル 毎 時

以 下 の も の を 除 く 。 ） に あ つ て は 、 協 定 規 則 第 四 十 一 号 第 五 改

訂 版 附 則 ３ で 規 定 す る 走 行 中 の 自 動 車 騒 音 を 同 附 則 ３ の 試 験 方

法 に よ り 測 定 し た 騒 音 。 そ の 他 の 車 両 に あ つ て は 、 日 本 産 業 規

格 Ｄ 八 三 〇 一 に 定 め る 路 面 を 原 動 機 の 最 高 出 力 時 の 回 転 数 の 七

十 五 パ ー セ ン ト の 回 転 数 で 走 行 し た 場 合 の 速 度 （ そ の 速 度 が 五

十 キ ロ メ ー ト ル 毎 時 を 超 え る 自 動 車 （ 軽 自 動 車 （ 側 車 付 二 輪 自

動 車 に 限 る 。 ） を 除 く 。 ） に あ つ て は 五 十 キ ロ メ ー ト ル 毎 時 、
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そ の 速 度 が 四 十 キ ロ メ ー ト ル 毎 時 を 超 え る 軽 自 動 車 （ 側 車 付 二

輪 自 動 車 に 限 る 。 ） に あ つ て は 四 十 キ ロ メ ー ト ル 毎 時 、 そ の 速

度 が 二 十 五 キ ロ メ ー ト ル 毎 時 を 超 え る 第 一 種 原 動 機 付 自 転 車 に

あ つ て は 二 十 五 キ ロ メ ー ト ル 毎 時 ） で 進 行 し て 、 二 十 メ ー ト ル

の 区 間 を 加 速 ペ ダ ル を 一 杯 に 踏 み 込 み 、 又 は 絞 り 弁 を 全 開 に し

て 加 速 し た 状 態 で 走 行 す る 場 合 に 、 そ の 中 間 地 点 に お い て 走 行

方 向 に 直 角 に 車 両 中 心 線 か ら 左 側 へ 七 ・ 五 メ ー ト ル 離 れ た 位 置

で 地 上 一 ・ 二 メ ー ト ル の 高 さ に お い て 測 定 し た 騒 音 を い う 。 こ

の 場 合 に お い て 、 け ん 引 自 動 車 に あ つ て は 、 被 け ん 引 自 動 車 を

連 結 し た 状 態 で 走 行 す る 場 合 に 測 定 し た 騒 音 も 含 む 。  

そ の 速 度 が 四 十 キ ロ メ ー ト ル 毎 時 を 超 え る 軽 自 動 車 （ 側 車 付 二

輪 自 動 車 に 限 る 。 ） に あ つ て は 四 十 キ ロ メ ー ト ル 毎 時 、 そ の 速

度 が 二 十 五 キ ロ メ ー ト ル 毎 時 を 超 え る 第 一 種 原 動 機 付 自 転 車 に

あ つ て は 二 十 五 キ ロ メ ー ト ル 毎 時 ） で 進 行 し て 、 二 十 メ ー ト ル

の 区 間 を 加 速 ペ ダ ル を 一 杯 に 踏 み 込 み 、 又 は 絞 り 弁 を 全 開 に し

て 加 速 し た 状 態 で 走 行 す る 場 合 に 、 そ の 中 間 地 点 に お い て 走 行

方 向 に 直 角 に 車 両 中 心 線 か ら 左 側 へ 七 ・ 五 メ ー ト ル 離 れ た 位 置

で 地 上 一 ・ 二 メ ー ト ル の 高 さ に お い て 測 定 し た 騒 音 を い う 。 こ

の 場 合 に お い て 、 け ん 引 自 動 車 に あ つ て は 、 被 け ん 引 自 動 車 を

連 結 し た 状 態 で 走 行 す る 場 合 に 測 定 し た 騒 音 も 含 む 。  

四 ～ 十 一 （ 略 ）  四 ～ 十 一 （ 略 ）  

十 二 技 術 的 最 大 許 容 質 量 が 三 ・ 五 ト ン 以 下 の 普 通 自 動 車 、 小 型

自 動 車 及 び 軽 自 動 車 （ い ず れ も 専 ら 乗 用 の 用 に 供 す る 自 動 車 並

び に 三 輪 自 動 車 及 び 二 輪 自 動 車 を 除 く 。 ） の う ち 、 指 定 自 動 車

等 （ 道 路 運 送 車 両 の 保 安 基 準 の 細 目 を 定 め る 告 示 第 二 条 第 一 項

第 一 号 の 指 定 自 動 車 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） で あ り 、 内 燃 機 関

を 有 す る も の （ 総 排 気 量 六 百 六 十 ｃ ｃ 以 下 で あ り 、 技 術 的 最 大

許 容 質 量 を 用 い て 計 算 し た Ｐ Ｍ Ｒ が 三 十 五 以 下 の も の 、 最 大 積

載 量 八 百 五 十 キ ロ グ ラ ム 以 上 で あ り 、 技 術 的 最 大 許 容 質 量 を 用

い て 計 算 し た Ｐ Ｍ Ｒ が 四 十 以 下 の も の 又 は 技 術 的 最 大 許 容 質 量

が 二 ・ 五 ト ン を 超 え 、 技 術 的 最 大 許 容 質 量 を 用 い て 計 算 し た Ｐ

Ｍ Ｒ が 四 十 以 下 、 か つ 、 Ｒ ポ イ ン ト の 高 さ が 八 百 五 十 ミ リ メ ー

（ 新 規 ）  
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ト ル を 超 え る も の を 除 く 。 ） 並 び に 専 ら 乗 用 の 用 に 供 す る 乗 車

定 員 九 人 以 下 の 普 通 自 動 車 、 小 型 自 動 車 及 び 軽 自 動 車 （ い ず れ

も 三 輪 自 動 車 及 び 二 輪 自 動 車 を 除 く 。 ） の う ち 、 指 定 自 動 車 等

で あ つ て 内 燃 機 関 を 有 す る も の （ 技 術 的 最 大 許 容 質 量 が 三 ・ 五

ト ン 以 下 の 普 通 自 動 車 、 小 型 自 動 車 及 び 軽 自 動 車 （ い ず れ も 専

ら 乗 用 の 用 に 供 す る 自 動 車 並 び に 三 輪 自 動 車 及 び 二 輪 自 動 車 を

除 く 。 ） を 、 専 ら 乗 用 の 用 に 供 す る 乗 車 定 員 九 人 以 下 の 普 通 自

動 車 、 小 型 自 動 車 及 び 軽 自 動 車 （ い ず れ も 三 輪 自 動 車 及 び 二 輪

自 動 車 を 除 く 。 ） に 変 更 す る 場 合 で あ つ て 、 技 術 的 最 大 許 容 質

量 が 二 ・ 五 ト ン を 超 え 、 技 術 的 最 大 許 容 質 量 を 用 い て 計 算 し た

Ｐ Ｍ Ｒ が 四 十 以 下 、 か つ 、 Ｒ ポ イ ン ト の 高 さ が 八 百 五 十 ミ リ メ

ー ト ル を 超 え る も の を 除 く 。 ） の 車 両 に 適 用 す る 許 容 限 度 は 、

別 表 第 一 の 該 当 す る 許 容 限 度 と し 、 協 定 規 則 第 五 十 一 号 第 三 改

訂 版 附 則 ７ で 規 定 す る 試 験 法 に よ り 測 定 さ れ た 騒 音 に あ つ て は

、 同 附 則 ７ に 規 定 さ れ た 騒 音 の 値 も 許 容 限 度 と す る 。  

十 三 Ｐ Ｍ Ｒ が 五 十 を 超 え る 小 型 自 動 車 及 び 軽 自 動 車 （ い ず れ も

二 輪 自 動 車 （ 側 車 付 二 輪 自 動 車 を 除 く 。 ） に 限 る 。 ） の う ち 、

指 定 自 動 車 等 で あ る も の 並 び に Ｐ Ｍ Ｒ が 五 十 を 超 え る 原 動 機 付

自 転 車 （ 第 一 種 原 動 機 付 自 転 車 で あ つ て 、 三 輪 以 上 の も の 及 び

最 高 速 度 が 五 十 キ ロ メ ー ト ル 毎 時 以 下 の も の を 除 く 。 ） の う ち

、 型 式 認 定 原 動 機 付 自 転 車 （ 道 路 運 送 車 両 の 保 安 基 準 の 細 目 を

定 め る 告 示 第 二 条 第 一 項 第 二 号 の 型 式 認 定 原 動 付 自 転 車 を い

（ 新 規 ）  
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う 。 ） で あ る も の の 車 両 に 適 用 す る 許 容 限 度 は 、 別 表 第 一 の 該

当 す る 許 容 限 度 と し 、 協 定 規 則 第 四 十 一 号 第 六 改 訂 版 附 則 ７ で

規 定 す る 試 験 法 に よ り 測 定 さ れ た 騒 音 に あ つ て は 、 同 附 則 ７ に

規 定 さ れ た 騒 音 の 値 も 許 容 限 度 と す る 。  

十 四 Ｐ Ｍ Ｒ が 二 十 五 を 超 え る 小 型 自 動 車 及 び 軽 自 動 車 （ い ず れ

も 二 輪 自 動 車 （ 側 車 付 二 輪 自 動 車 を 除 く 。 ） に 限 る 。 ） 並 び に

Ｐ Ｍ Ｒ が 二 十 五 を 超 え る 原 動 機 付 自 転 車 （ 第 一 種 原 動 機 付 自 転

車 で あ つ て 、 三 輪 以 上 の も の 及 び 最 高 速 度 が 五 十 キ ロ メ ー ト ル

毎 時 以 下 の も の を 除 く 。 ） に 適 用 す る 許 容 限 度 は 、 別 表 第 一 の

該 当 す る 許 容 限 度 と し 、 協 定 規 則 第 四 十 一 号 第 六 改 訂 版 附 則 ３

の 試 験 法 に よ り 測 定 さ れ た 全 開 加 速 走 行 騒 音 に あ つ て は 、 別 表

第 一 の 該 当 す る 許 容 限 度 の 値 に 五 デ ジ ベ ル を 加 え た 値 も 許 容 限

度 と す る 。  

（ 新 規 ）  

別 表 第 二 ・ 別 表 第 三 （ 略 ）  別 表 第 二 ・ 別 表 第 三 （ 略 ）  

別 表 第 四 （ 略 ）  別 表 第 四 （ 略 ）  

備 考  備 考  

一 タ イ ヤ 車 外 騒 音 と は 、 協 定 規 則 第 百 十 七 号 第 四 改 訂 版 附 則 ３

に 規 定 す る 試 験 方 法 に よ り 測 定 し た 騒 音 を い う 。  
一 タ イ ヤ 車 外 騒 音 と は 、 協 定 規 則 第 百 十 七 号 第 二 改 訂 版 附 則 ３

に 規 定 す る 試 験 方 法 に よ り 測 定 し た 騒 音 を い う 。  

二 ～ 六 （ 略 ）  二 ～ 六 （ 略 ）  

七 シ ビ ア ス ノ ー タ イ ヤ と は 、 そ の ト レ ッ ド パ タ ー ン 、 ト レ ッ ド

コ ン パ ウ ン ド 又 は ト レ ッ ド 構 造 が 、 過 酷 な 降 雪 条 件 下 で 使 用 す

る よ う に 特 別 に 設 計 さ れ た ス ノ ー タ イ ヤ で あ つ て 、 協 定 規 則 第

七 シ ビ ア ス ノ ー タ イ ヤ と は 、 そ の ト レ ッ ド パ タ ー ン 、 ト レ ッ ド

コ ン パ ウ ン ド 又 は ト レ ッ ド 構 造 が 、 過 酷 な 降 雪 条 件 下 で 使 用 す

る よ う に 特 別 に 設 計 さ れ た ス ノ ー タ イ ヤ で あ つ て 、 協 定 規 則 第
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百 十 七 号 第 四 改 訂 版 ６ ． ５ ． の 要 件 を 満 た す も の を い う 。  百 十 七 号 第 二 改 訂 版 ６ ． ４ ． の 要 件 を 満 た す も の を い う 。  
八 ～ 十 一 （ 略 ）  八 ～ 十 一 （ 略 ）  

 


